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当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査
報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（１）監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほ

か、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担、監査計画等に従い、電話またはインタ

ーネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、主な子
会社については、子会社の取締役または、監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第3項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役お
よび使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、連結計算書類（会社計算規則第120条第1項後段の規定によ
り、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書および連
結注記表）ならびに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討い
たしました。
２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載

内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
なお、事業報告に記載のとおり、通信障害に関する行政指導について、当社は原因究明と再発防止策を実施していることを確認し

ました。監査役会として、今後もその実施状況を注視してまいります。また、LINEヤフー㈱に対する行政指導等について、同社はセ
キュリティガバナンス体制の強化に向け、再発防止策を推進していることを確認しました。不正アクセスによる個人情報漏えい等に
ついては、当社は同社の親会社として実効的なセキュリティガバナンス確保の方策を検討しており、監査役会としてもその取り組み
状況等について注視してまいります。

（２）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

（３）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2024年５月15日
ソフトバンク株式会社 監査役会

常勤監査役 島 上 英 治 ㊞
常勤監査役 小 嶋 修 司 ㊞
監 査 役 君和田 和 子 ㊞
監 査 役 工 藤 陽 子 ㊞

（注）常勤監査役 小嶋修司および監査役 工藤陽子は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。
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